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令和６年第４回市議会定例会一般質問対応状況について 

 
質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨 答 弁 要 旨 

１ 鈴 木 

  議 員 

(市民のﾁｶﾗ) 

 

性暴力から

子どもたち

を守るため

に 

②学校での対策等

について伺う。 

小・中学校では、児童・生徒が性暴力

の加害者・被害者・傍観者にならないよ

う「生命（いのち）の安全教育」を行っ

ております。また、ＳＮＳ利用による性

被害が多いことから、児童・生徒にはＳ

ＮＳ東京ノートを活用したネットモラ

ル等の指導を行うとともに、安全教室

や道徳授業地区公開講座の機会を通じ

て、家庭への啓発を行っております。 

２ 天目石 

  議 員 

(清 流) 

文化財につ

いて 

市内には文化的歴

史的価値のあるもの

が多くある。 

①横田トンネルな

ど、文化庁の登録有形

文化財に値するので

は。 

横田トンネルを含む軽便鉄道の隧道

群につきましては、文化庁が平成３０

年３月に発行した「近代遺跡調査報告

書」におきまして、当該隧道群は、保存

整備と一般公開が望まれるとして、産

業遺産としての価値が報告されており

ます。 

また、本市におきましても、平成２７

年に市指定文化財を選定する際に、隧

道群等の軽便鉄道跡につきましては、

最終候補になっており、貴重な施設で

あることは十分認識しております。 

②市内の指定文化

財の内容は。 

市内の指定文化財の内容につきまし

ては、真福寺梵鐘ほか２２件が市指定

文化財、村山大島紬ほか１件が東京都

指定文化財となっておりますので、御

理解を賜りますようお願いいたしま

す。 

３ 須 藤 

  議 員 

(公明党) 

自習室の開

設について 

本市には、中学生や

高校生などが自習で

きる場所が少なく、必

要と考えるが、①本市

の状況について伺う。 

現在、自習専用の部屋を設置してい

る施設はございませんが、図書館では、

６館合計で１３８席の図書閲覧席を設

けております。 

②近隣市の状況に

ついて伺う。 

近隣市の図書館では、立川市で２０

席、昭島市で７１席、東大和市で１０

席、瑞穂町で６８席の学習専用席を設

けており、いずれの自治体においても、

１館のみに設置している状況となって

おります。また、立川市においては地域

学習館５館で空いている教室等を学習

スペースとして開放し、昭島市におい

ては市立会館１１館で自習専用学習室

を設置しております。 

資料１ 
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質 問 者 質 問 事 項 質 問 要 旨 答 弁 要 旨 

３ 須 藤 

  議 員 

(公明党) 

自習室の開

設について 

③自習室の開設に

向けての市の見解を

伺う。 

令和６年度の夏季休業期間中におけ

る試行的な取組といたしまして、各小

学校において１週間程度、自習のため

の教室を開放いたしました。さらに、市

民会館におきましても、小学生から高

校生までを対象に集会室を学習スペー

スとして開放し、冬季休業期間にも実

施することを予定しております。 

今後につきましては、近隣自治体の

取組を参考として、本市が実施してい

る取組の課題を整理してまいりたいと

考えております。 

４ 髙 橋 

  議 員 

(公明党) 

学校に行か

れない不登

校児童・生徒

のオンライ

ン授業の推

進について 

①不登校児童・生徒

の経緯と現況につい

て伺う。 

本市独自の調査では、令和５年度に

おける不登校児童数は９５人、不登校

生徒数は１６５人であり、不登校要因

としては、小・中学校ともに「学校の生

活に対してやる気が出ない」、「家庭生

活や親子の関わり方に関する問題」、

「友人関係」等の理由が多くなってお

ります。 

②気軽にオンライ

ンで授業が受けられ

る体制を拡充すべき

であると考えるが、市

の見解を伺う。 

不登校児童・生徒に対するオンライ

ン授業につきましては、家庭から個別

に要望を受けた場合において、家庭と

の共通理解のもと、一部の学校につい

て実施しております。しかし、通常の授

業をオンライン授業として常に配信す

ることは様々な課題があり、一律に実

施することは難しいものと考えており

ます。 

５ 土 田 

  議 員 

(新政会) 

「心のバリ

アフリー」教

育について 

「心のバリアフリ

ー」を育むには、全て

の児童・生徒が障害や

障害のある人に対す

る学習の積み重ねが

重要と考えるが、本市

の小・中学校での取組

について伺う。 

小・中学校では、特別の教科 道徳、

総合的な学習の時間等の授業の中で、

障害者理解を深める学習を行っており

ます。また、特別支援学級設置校では、

日常的に学習・行事等における交流活

動を行っております。さらに、特別支援

学校との副席交流や障害者差別解消推

進講演会を活用し、児童・生徒の「心の

バリアフリー」を推進しております。 

 



資料２

１　個　人

文化 体育

6 5 11

0 5 5

6 10 16

２　団　体

文化 体育 文化 体育

0 3 3 0 16 16

3 0 3 44 0 44

3 3 6 44 16 60

小 学 校

児童・生徒表彰に係る受賞数等について

区 分

受 賞 数

合計 備 考

計

中 学 校

計

区 分

受 賞 数

合計

構 成 人 数

合計 備 考

小 学 校

中 学 校



令和６年度東京都公立学校校長任用審査、校長職選考、副校長
任用審査、教育管理職選考、４級職選考及び主任教諭選考の結
果について 
 

■校長任用審査適格者 

  小学校  受験者  ０人  適格者  ０人 

  中学校  受験者  ０人  適格者  ０人 

  合 計  受験者  ０人  適格者  ０人 

■校長職選考合格者 

  小学校  受験者  ４人  合格者  ０人 

  中学校  受験者  １人  合格者  ０人 

  合 計  受験者  ５人  合格者  ０人 

■副校長任用審査適格者 

  小学校  受験者  ２人  適格者  ２人 

  中学校  受験者  ２人  適格者  ２人 

  合 計  受験者  ４人  適格者  ４人 

■教育管理職選考合格者 

  小学校  受験者  ７人  合格者  ６人 

  中学校  受験者  ２人  合格者  １人 

  合 計  受験者  ９人  合格者  ７人 

■４級職（主幹教諭・指導教諭）選考合格者 

  小学校  受験者  ２人  合格者  １人 

  中学校  受験者  ０人  合格者  ０人 

  合 計  受験者  ２人  合格者  １人 

■主任教諭選考合格者 

  小学校  受験者 ３４人  合格者 １１人 

  中学校  受験者 １１人  合格者  ６人 

  合 計  受験者 ４５人  合格者 １７人 

資料３ 
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 令 和 ６ 年 1 2 月 20 日 

武蔵村山市教育委員会 

 

 令和７年度教育課程の編成方針について 

 

１ 教育課程の定義 

学校において編成する教育課程とは、「学校教育の目的や目標を達成するために教育の内容を児

童・生徒の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した各学校の教育計画」で

ある。（「小学校学習指導要領解説（平成 29 年７月）―総則編―11 頁」「中学校学習指導要領解説

（平成 29年７月）―総則編―11頁」） 

 

２  教育課程編成の主体 

⑴ 校長が責任者となって編成する。 

⑵ 編成作業は、全教職員の協力の下に行う。 

   

３ 教育課程届出の根拠 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21 条及び第 33 条の規定に基づき、本市教育委員

会は各学校の教育課程、学習指導、生活指導等について管理、助言、援助を行う。 

また、武蔵村山市立学校の管理運営に関する規則（以下、「管理運営規則」という。）第 15 条、

「校長は、翌年度において実施する教育課程について、毎年３月末日までに、委員会に届け出なけ

ればならない」と規定されていることから、本市教育委員会は市立小・中学校に対し、教育課程の

届け出を求める。 

 

４  教育課程編成の原則 

⑴ 教育基本法及び学校教育法その他の法令並びに学習指導要領の示すところに従うこと。 

⑵ 児童・生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び児童・生徒の心身

の発達の段階と特性を十分考慮すること。 

 

５ 教育課程編成の配慮事項 

各学校においては、以下の点について教育課程に反映する。自校の特色を明確にするとともに成

果を評価しやすくするため、具体的な取組を記述する。 

⑴ 教育基本法及び学校教育法その他の法令並びに学習指導要領の遵守 

⑵ 市教育目標、市教育振興基本計画、令和７年度市教育委員会基本方針、令和７年度市教育委員

会主要施策・主要事業等の反映 

⑶ 校長の学校経営方針の反映 

⑷ 令和６年度学校評価結果の反映 

⑸ 生きる力の育成（豊かな心を育む教育の推進、学力向上策の推進、健康な身体や体力を育む教

育の推進、社会の変化に対応できる力を育む教育の推進、個に応じた支援と指導の充実、まちづ

くり学習の充実等） 

左：小学校学習指導要領解説（平成 29年７月）―総則編― 

右：中学校学習指導要領解説（平成 29年７月）―総則編― 

左：地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

右：武蔵村山市立学校の管理運営に関する規則 

資料４ 
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６ 休業日について 

⑴ 夏季休業日 

  管理運営規則第３条第２項により、７月 21日から８月 31日までとする。 

ただし、第３条第３項により、末日を８月 24日から同月 30日までの間で校長が定める日に変

更することができる。 

⑵ 冬季休業日 

管理運営規則第３条第２項により、12月 26日から１月７日とする。 

⑶ 春季休業日 

管理運営規則第３条第２項により、３月 26日からとする。 

⑷ 都民の日（10月１日） 

管理運営規則第３条第２項により、都民の日条例（昭和 27年東京都条例第 75号）第２条に定

める日は休業日とする。 

 

７ 授業時数の確保について 

⑴ 週の授業時数・余剰時数の設定 

ア 週の授業時数については、小学校においては、第１学年は 25時間、第２学年は 26時間、第

３学年は 28時間、第４学年以上は 29時間、中学校においては、各学年 29時間の設定を標準

とするが、児童・生徒や教員の負担軽減のため、夏季休業日の短縮、休業日（都民の日）の変

更等を実施し、削減することも可能とする。 

イ 各学校の教育課程編成においては、各教科等について標準時数を上回って実施する授業時数

（余剰時数）を、過剰に設定することがないよう、編成することが望ましい。 

ウ 各校におけるカリキュラム・マネジメント等を一層推進すること。 

   エ イについては、午前５時間制を実施する学校についても同様とする。 

⑵ 夏季休業日の短縮 

上述のとおり、夏季休業日の末日を８月 24日から同月 30日までの間で校長が定める日に変更

することができる。 

ただし、この期間に防災食育センターは稼動しない。（武蔵村山市立学校の給食費に関する規則

第５条参照） 

⑶ 土曜日の授業設定 

土曜日の授業については、現行どおり、学校週５日制の趣旨を生かしながら、保護者公開・地

域参加型の授業等を中心に、設定することができる。 

 

８ 各教科等の１単位時間の設定について 

原則、小学校は 45分、中学校は 50分とする。 

なお、１単位時間を原則より変更する場合は、冬季休業日末日までに教育指導課指導主事まで事

前に相談することとする。 

また、学習指導要領において、「授業の区切り方を変えること、特定の学習活動を 10分間程度の

短い時間を活用して行うこと（以下「モジュール学習」という。）」が可能とされているが、各学校

において、モジュール学習を実施する場合は、年間の指導計画・評価計画等の詳細を示した資料及

び時数の確保が明確になる資料の提出を求める。なお、第５・６学年の「外国語」においてモジュ

ール学習を実施する場合には、12単位時間を上限とする。 

左：「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について（答申）令和６年８月 27日 中央教育審議会 

中：「令和４年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査」の結果について 

令和５年４月 21日付事務連絡 文部科学省初等中等教育局教育課程課 

右：武蔵村山市立学校の給食費に関する規則 
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９ 振替休業日の設定について 

    土曜日に授業を実施した場合は、原則、翌週の月曜日に振替休業日を設定することとする。 

 

10 学校閉庁日の設定について 

   各校において、働き方改革の観点から令和７年８月４日（月）から令和７年８月 15日（金）ま

での休祝日を除く、平日連続４日間を学校閉庁日として設定する。 

 

11 「まちづくり学習」の実施について 

    グローバル化や人工知能・AI等の技術革新が急速に進み、予測困難な時代にあって、子供たち

には自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、自ら判断して行動し、よりよい社会や人生を切り

開いていく力が求められている。 

この考えを反映した現行の学習指導要領解説（総則編）においては、子供たちの「生きる力」

を育むために「各学校においては、児童（生徒）や学校、地域の実態及び児童（生徒）の発達の

段階を考慮し、豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代

的な諸課題に対応して求められる資質・能力※を、教科等横断的な視点で育成していくことがで

きるよう、各学校の特色を生かした教育課程の編成を図るものとする。」と示されている。 

このことから市内小・中学校においては、保護者や地域の方と連携・協力し、市の発展や課題

について考え、問題解決に取り組む地域に根差した探究的な学習を通して、地域を知り、地域を

大切にする思いを育むとともに、主体的に考え、自ら行動する力や他者と協働しながら挑戦する

力等の育成を目指す「まちづくり学習」を各校の教育課程に位置付け、全学年または一部の学年

で取り扱うこととし、年間指導計画（別表）を作成することとする。 

また、取組は学校だよりやＸ等で情報を地域や保護者等に積極的に発信することとする。 

   ※小学校学習指導要領（平成 29 年告示）総則編 P.52・53には以下の７点が示されています。 

□健康・安全・食に関する力  □主権者として求められる力  □新たな価値を生み出す豊かな想像力 

□グローバル化の中で多様性を尊重するとともに、現在まで受け継がれてきた我が国固有の領土や歴史について理解し、伝統

や文化を尊重しつつ、多様な他者と協働しながら目標に向かって挑戦する力 

□地域や社会における産業の役割を理解し地域創生等に生かす力 

□自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会をつくる力  □豊かなスポーツライフを実現する力 

学習内容の例 

【 地 域 理 解 】 地域の特色、地域や施設の見学、人々とのふれ合い 

【 自 然 環 境 】 環境学習、保存活動 

【 産 業 ・ 経 済 】  農業や工業、まちの人々の仕事、食育 

【 安 全 ・ 防 災 】  地域の安全や防災の取組 

【 地 域 貢 献 】 奉仕活動、地域の活性化 

【伝統文化・歴史】 文化的行事、地域の歴史、伝統文化の継承 

 

12 小学校低学年における外国語活動の実施について 

小学校第１学年及び第２学年について外国語活動を教育課程に位置付けることとし、標準時数

外において 12単位時間設定する。 

 

13 学校行事の総合的な学習の時間への代替について 

学習指導要領においては、「総合的な学習の時間における学習活動により、特別活動の学校行事

に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては、総合的な学習の時間における

学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる」と

学校における働き方改革の推進に向けた夏季等の長期休業期間における学校の業務の適正化等について（通知） 

令和元年６月 28日付元文科初第 393号 文部科学省初等中等教育局長事務代理文部科学審議官 

教育むさしむらやま 第 100号 

令和４年 12月 15日発行 
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定められている。 

この規定は、総合的な学習の時間の趣旨と特別活動の趣旨をそれぞれ踏まえた上で、総合的な学

習の時間の年間指導計画や単元指導計画に明確に位置付けられる体験活動のみをもって、学校行

事を総合的な学習の時間として代替することを認めるものである。 

「学習指導要領解説（平成 29年７月）―総則編―」に例として記載されている「自然体験活動」、

「ボランティア活動」等、趣旨に合致した体験活動に限り、読み替えが認められるものであり、儀

式的行事や健康安全・体育的行事などを代替することは、基本的に認めない。 

 

14 休業日等における総合的な学習の時間の学校外の学習活動の取扱いについて 

     

 

基本的な考え方として、長期休業日や土日等の休業日等に学校の外部において「総合的な学習の

時間」を行う際、総合的な学習の時間の探究的な学習の過程を踏まえて、その位置づけを年間指導

計画などに明確にする場合に、各学校の判断により、総合的な学習の時間の年間授業時数の１／

４程度（約 70 時間のうち 18 時間）まで、教師の立ち合いや引率を伴わずに学習活動を展開する

ことができる。 

なお、各学校において定める総合的な学習の時間の目標や内容を全く踏まえずに、単に児童・生

徒が自由に学習するような活動については、認めない。 

 

15 中学校「選択教科」の取扱いについて 

学習指導要領に基づき、標準授業時数の枠外において開設することができる。 

 

 16 小学校「クラブ活動」の取扱いについて 

       望ましい人間関係を形成し、個性の伸長を図るという趣旨から、第４学年以上で 45分の活動を

各 10回程度設定し、計画的に実施することとする。 

 

17 ＳＯＳの出し方に関する教育の実施について 

以下のとおり実施する。（第４表には「ＳＯＳの出し方に関する教育（○）」と記載） 

校 種 対象学年 使用教材（映像資料） 実施期間 

小学校 
第４学年 心のＳＯＳに気づこう（初等編）第１～４学年向け 

令和７年７月 18 日㈮まで 第６学年 心のＳＯＳに気づこう（初等編）第５・６学年向け 

中学校 第３学年 心のＳＯＳに気づこう（中等編） 
※映像教材はいずれも「東京都公式動画チャンネル」にアップロードされています。 

 

18 不審者侵入時対応避難訓練の実施について 

    平成 30 年４月５日付武教発第 24 号「学校内への不法侵入者の未然防止に向けた取組の確認及

び不審者侵入時対応避難訓練の実施について（通知）」に基づき、各校、適切に訓練を計画する。 

 

19 水泳の指導期間・時間（小学校）及び夏季休業日の水泳指導教室について 

   小学校においては、水泳指導期間を各学校が定めた日から令和７年７月 18 日（金）までとし、

指導時間については６単位時間程度とする。（着衣泳は別途設定することができるものとする。） 

「SOSの出し方に関する教育」を推進するための指導資料について 

東京都教育委員会 

令和４年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査 調査結果 

令和５年４月 21日 文部科学省初等中等教育局教育課程課 

左：休業日等における総合的な学習の時間の学校外の学習活動の取扱いについて 

平成 31年３月 29日付 30文科初第 1852号 文部科学省総合教育政策局長・文部科学省初等中等教育局長 
右：休業日等における総合的な学習の時間の学校外の学習活動の取扱いについて（要約版） 
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    また、炎天下での水泳指導は、水温上昇の影響により、得られる学習効果が低下するだけでな

く、直射日光を浴びること等により熱中症の危険性が高まると考えられている。特に、低学年や初

心者に関しては、気象状況やプールの水温等の影響を強く受けるとの懸念がもたれていることか

ら、原則、武蔵村山市立学校においては夏季休業日中の水泳指導教室は実施しないこととする。 

 

20 第４表の１及び２の確認事項 

教育課程編成の際、特に、以下について配慮する。 

⑴ 入学式及び卒業証書授与式 

 ア 入学式  

  （ア） 小学校 令和７年４月７日（月） 

  （イ） 中学校 令和７年４月８日（火） 

  （ウ） 小中一貫校村山学園 令和７年４月８日（火） 

 イ 卒業証書授与式 

  （ア） 小学校 令和８年３月 24日（火） 

（イ） 中学校 令和８年３月 19日（木） 

⑵ 学力調査（小・中学校） 

ア 国調査（令和７年度全国学力・学習状況調査） 

調査実施年月日 調査対象学年・教科等 

令和７年４月 1 7 日（木） 

小学校第６学年及び中学校第３学年 

国語、算数・数学、理科及び質問紙調査 

※質問紙調査及び中学校理科はオンラインによる回答方式（予定） 

イ 市調査（令和７年度「武蔵村山市立学校児童・生徒の学力向上を図るための調査」） 

調査実施年月日 調査対象学年・教科等 

令和７年 1 2 月９日（火） 

小学校第４・５学年及び中学校第１・２学年 

国語、算数・数学及び意識調査（紙媒体で実施） 

※特別支援学級在籍児童・生徒は除く 

⑶ 体力調査（小・中学校） 

ア 令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

対 象：小学校第５学年児童及び中学校第２学年生徒 

実施月：５月初めから６月末まで 

イ 令和７年度「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」 

対 象：各校種全学年児童・生徒 

実施月：５月初めから６月末まで 

  ⑷ 特色ある学校づくり推進校発表会（小・中学校） ※割当は校長会で協議の上、決定 現時点では小学校長会の提案を反映 

   ア 第十小学校 

     年月日：令和７年 12月５日（金）午後 

     参加校：全小学校（小中一貫校村山学園小学部は除く）及び第五中学校 

   イ 第五中学校 

     年月日：令和８年２月 13日（金）午後 

     参加校：全中学校及び小中一貫校村山学園 

   

令和７年度以降の全国学力・学習状況調査（悉皆調査）の CBTでの実施について 

文部科学省総合教育政策局参事官（調査企画担当）付学力調査室 
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⑸ 小中一貫教育の日（校区） 

    授業実践交流等を通して小中連携を図ることを目的とした「小中一貫教育の日」について、各

中学校区で日程を定めることとする。 

なお、令和７年度は教育長、教育委員並びに教育委員会事務局職員が三中校区で実施される研

究授業等を視察する。 

  ⑹ 学校公開週間（小・中学校） 

小学校においては、令和７年９月 16日（火）から令和７年 11月１日（土）までの間に連続５

日程度の公開日を各校で設定する。また、中学校においては、令和７年６月９日（月）から令和

７年６月 14日（土）までに連続５日程度の公開日を各校で設定する。 

  ⑺ 音楽鑑賞教室（小学校） 

    対 象：小学校第６学年 

    年月日：令和７年５月 26日（月） 

    会 場：武蔵村山市民会館（さくらホール） 

  ⑻ 連合音楽会（小学校） 

    対 象：小学校第５学年 

    年月日：令和７年 11月 11日（火） 

    会 場：武蔵村山市民会館（さくらホール） 

⑼ 芸術鑑賞教室について（小学校） 

  対 象：第一小学校、第二小学校、小中一貫校村山学園小学部及び第九小学校 

  会 場：各校 

  ⑽ 道徳（徳育）授業地区公開講座（小・中学校） 

    各校において設定する。 

  ⑾ スケアードストレイト教室（一部の中学校） 

    実施校：第一中学校及び小中一貫校村山学園中学部 

    日 時：総務部防災安全課交通防犯係と日程調整した上で決定する。 

  ⑿ 令和７年度武蔵村山市教育委員会定例学校訪問（小・中学校） 

    年月日：令和７年度教育委員会事業予定表（Ａ・Ｂ表）参照 

    その他：第九小学校及び第十小学校の訪問には教育委員も同行する。 

  ⒀ 職場体験（中学校） 

    対 象：中学校第２学年 

    年月日：各中学校間で日程を調整した上で決定する。 

    その他：議会月（６・９月）は市長部局及び教育委員会での体験はできない可能性がある。 

⒁ 周年行事等について（一部の学校） 

    実施校：第八小学校及び第三中学校（いずれも開校 50周年） 

    年月日：令和７年 11月 21日（金）午後  第八小学校 

        令和７年 11月 ６日（木）午後  第三中学校 

  ⒂ 小・中学校合同書き初め展 

    年月日：令和８年１月 16日（金）から令和８年１月 21日（水）まで 

会 場：武蔵村山市民会館（さくらホール）展示室 
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⒃ 小学校図画工作展・中学校美術展  ※伸びゆく子供展は令和６年度に廃止 

    年月日：令和８年１月 23日（金）から令和８年１月 29日（木）まで 

  会 場：武蔵村山市民会館（さくらホール）展示室等 

  その他：令和７年度より第十小学校特別支援学級も小・中学校図画工作展に参加する。 

  ⒄ その他 

    東京都及び武蔵村山市等の重要な行事を考慮して教育課程を編成する。 

  

21 その他 

⑴ 令和７年度 劇団四季「こころの劇場」について 

本市は令和７年６月 10日（火）午後に J:COMホール八王子（八王子市民会館）にて観劇予定と

なっている。例年、悉皆参加としていたが、大型貸切バス利用料の高騰、学校行事の精選等のた

め、令和７年度の参加については、各小学校の判断とする。 

⑵ 管弦打楽器講習会について（未定）※小学校校長会にて実施方法等にて御協議願います。 

⑶ 武蔵村山市防災食育センターの見学について 

見学については、２学期以降とする。また、一度に見学できる人数は２学級 80人程度で、給食

の喫食は現時点では不可、大型貸切バスについては、防災食育センターに駐車できない。 

  ⑷ 小学校においては、夏季休業日中に５日程度、児童向けに自主学習に取り組むための

学習場所を提供する機会を設けることとする。（第４表及び補足資料１「時数表」に記載する。） 

⑸ 研究指定校・推進校について（予定） 

区分 研究事業名 学校名 発表会 

【国】 
教 育 課 程 特 例 校 （ 徳 育 科 ） 武 蔵 村 山 市 立 第 八 小 学 校 なし 

研 究 開 発 学 校 （ 不 登 校 ） 武 蔵 村 山 市 立 第 三 中 学 校 未定 

【都】 

体育健康教育推進校（２年次） 小中一貫校大南学園第七小学校 未定 

小学校教科担任制加配校（２年次） 小中一貫校大南学園第七小学校 未定 

小学校教科担任制加配校（１年次） 武 蔵 村 山 市 立 第 八 小 学 校 未定 

校内別室指導支援員配置校事業 武 蔵 村 山 市 立 第 三 中 学 校 あり 

不登校対応巡回教員配置校事業 武 蔵 村 山 市 立 第 五 中 学 校 あり 

デジタルを活用したこれからの学び研究校 武 蔵 村 山 市 立 ○ ○ 学 校 未定 

【市】 

特色ある学校づくり推進校（２年次） 
武 蔵 村 山 市 立 第 十 小 学 校 

あり 
武 蔵 村 山 市 立 第 五 中 学 校 

特色ある学校づくり推進校（１年次） 
武 蔵 村 山 市 立 雷 塚 小 学 校 

なし 
小 中 一 貫 校 村 山 学 園 

ゼロカーボンシティチャレンジ校 

武 蔵 村 山 市 立 第 一 小 学 校 

なし 武 蔵 村 山 市 立 第 九 小 学 校 

武 蔵 村 山 市 立 第 一 中 学 校 
  

※令和６・７年度に東京都教育委員会より体育健康教育推進校の研究指定を受けている大南学園第七小学校において、研究発
表会を実施する場合は、令和７年度第３回体力向上推進委員会と兼ねて開催することとする。 



第２７回武蔵村山市生涯学習フェスティバルの開催結果について 

 

 

１ 主  催  生涯学習フェスティバル実行委員会 武蔵村山市民会館 

 

２ 共  催  武蔵村山市教育委員会  

 

３ 日  時  令和６年１２月１日（日）午前１０時から午後３時まで 

 

４ 開 会 式  令和６年１２月１日（日）午前９時４０分から 

（さくらホール小ホール） 

 

５ 場  所  ・さくらホール（武蔵村山市民会館） 

        （小ホール、展示室、集会室、会議室、研修室） 

・市役所市民駐車場 

 

６ 体験ブース  ９団体 

木工作、和太鼓や鳴り物に触れてみよう、紙飛行機を飛ば

そう、ミニいけばな体験、ペーパークラフトのかご作成、

壁打ち体験（テニササイズ）、チョークアート、ハーバリウ

ムキーホルダー作成・オリジナルヘアゴム作成、マジック

ショー＆レクチャー 

 

７ 舞台出演  １０団体 

        合唱・コーラス（３）、リコーダーアンサンブル・合奏（２）、

ウクレレ、フラダンス、ハワイアン、尺八演奏、ヘルマン

ハープ演奏 

                  

８ そ の 他  パン、焼き菓子、クロワッサンコルネ、焼き鳥、豆乳おから 

（販売）  ドーナッツ、焼きそば フランクフルト ポップコーン、わた

あめ、飲物 

 

９ 参加者数  一般来場者数         約 ８００人 

        スタッフ（実行委員）         ８人 

        ボランティア            ２２人 

 

資料５ 
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令和７年「２０歳を祝う会」の開催について 

 

 

１ 主 催  武蔵村山市・武蔵村山市教育委員会 

 

２ 開 催 期 日  令和７年１月１３日（月・祝） 

 

３ 会 場  さくらホール（武蔵村山市民会館） 大ホ－ル 

 

４ 対 象 者  平成１６年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた

市内在住の方等 

          ８０３人（男性４０８人、女性３９５人） 

 

５ 時 程    午前１０時３０分 受付開始・開場 

              １１時００分 開式（式典開始） 

             １１時４５分  閉式（式典終了） 

          正午       アトラクション開始 

          午後  ０時３０分 アトラクション終了 

 

６ アトラクション  武蔵村山市ウィンドアンサンブルによる演奏 

          恩師からのビデオレターの上映 

 

７ 記 念 品   村山大島紬製小銭入れ、カードケース 

 

８ そ の 他  「恩師からのビデオレター」は、YouTube 上でも一定期間配信

する。視聴については、会場で二次元コードを配布し、「２０歳

を祝う会」の対象者のみの限定公開とする。 

 

９ 来    賓  裏面のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

資料６ 
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主催者及び来賓一覧 

主催 

来賓 
区 分 人数 氏  名 

主催 
市 長 及 び 

副 市 長 
２人 ◎山﨑 泰大  石川 浩喜 

主催 
教育長及び 

教 育 委 員 
５人 

 池谷 光二  大野 順布  杉原 栄子   

比留間雅和  潮 美和    

来賓 
国 会 議 員 

都議会議員 
４人 

木原 誠二  谷村 孝彦  尾崎あや子 

関野たかなり 

来賓 市議会議員 ２０人 

 田口 和弘  遠藤 政雄  清水 彩子 

大野 正士  内野 和典  天目石要一郎 

木村 祐子  鈴木  明  長堀  武 

土田 雅一  波多野 健  小部山吉則 

藤枝 奈々  内野 直樹  田村 充子 

吉田  篤  石黒 照久  前田 善信 

須藤千詠子  髙橋 弘志 

 

<参考> 

令和６年成人式の状況等 

対象者 平成１５年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた市内在住

の方等 

 

対象者  ８３７人 （男性  ４０４人  女性  ４３３人） 

出席者   ５９６人 （男性  ３０４人  女性  ２９２人） 

出席率  ７１．２％ （男性 ７５．２％  女性 ６７．４％） 

 

 



令和６年度武蔵村山市スポーツ都市宣言記念事業 

いきいきわくわくスポーツ教室の開催結果について 

 

１ 開 催 日 令和６年１０月１３日（日） 

 

２ 時  間 午前９時３０分から午後４時まで 

 

３ 場  所 総合体育館 第一体育室 

 

４ 内  容 ＡＲスポーツ「ＨＡＤＯ」体験会 

 併催イベント 

クッブ体験スペース 

ゴールキック体験スペース 

東京都スポーツドッグ 

 

５ 時  程 受 付 開 始 午前９時３０分 

 開 会 式 午前１０時から 

 イベント開始 午前１０時３０分から午後４時まで 

 

６ 参加人数 １０３人 

 （東京都スポーツドッグ参加人数 ７０人） 

 

７ アンケート調査 ９８人回答 

 ※詳細は報告書のとおり 
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令和６年度少年少女スポーツ大会 

第４１回少年少女サッカー大会の開催結果について 

 

１ 主  催  武蔵村山市教育委員会 

２ 主  管  武蔵村山市サッカー協会 

３ 協  力  武蔵村山市スポーツ推進委員協議会 

４ 開催期日  令和６年１１月１６日（土） 

５ 開催場所  総合運動公園運動場（第１運動場・第２運動場） 

６ 開 会 式  令和６年１１月１６日（土）午前９時 

７ 閉 会 式  令和６年１１月１６日（土）午後２時３０分 

８ 参加状況 

 
男子の部 女子の部 合計 

チーム数 登録人数 チーム数 登録人数 チーム数 登録人数 

一小 ２ ２２ ０ ０ ２ ２２ 

二小 １ １１ ０ ０ １ １１ 

三小 ２ １８ １ ９ ３ ２７ 

村山学園 １ １０ ０ ０ １ １０ 

大南学園七小 １ １５ ０ ０ １ １５ 

八小 ２ １９ ０ ０ ２ １９ 

九小 １ １２ ０ ０ １ １２ 

十小 ３ ３３ ２ １９ ５ ５２ 

雷塚小 ２ １６ １ ９ ３ ２５ 

合計 １５ １５３ ４ ３７ １９ １９０ 

９  成  績 

区分 男子の部 女子の部 

優  勝 七小 アボーズ 十小 グロリアス 

準優勝 三小 ぼくたち一年生！ 雷塚 ブロジェリー 

第三位 
一小 パイナポー 三小 丘の上女子 

雷塚 フェニックス光 第四位 十小 ブライトムーン 

※女子の部は出場チームが４チームであったため、新たに第四位を設けた。 
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勝 敗 分 勝点 得失点差 順位 勝 敗 分 勝点 得失点差 順位

2 1 0 6 4 1 0 3 0 0 -10 4

2 1 0 6 3 2 2 1 0 6 5 2

1 2 0 3 -3 3 1 2 0 3 -7 3

1 2 0 3 -4 4 3 0 0 9 12 1

勝 敗 分 勝点 得失点差 順位 勝 敗 分 勝点 得失点差 順位

3 0 0 9 9 1 0 2 0 0 -7 3

1 2 0 3 -2 3 2 0 0 6 7 1

2 1 0 6 2 2 1 1 0 3 0 2

0 3 0 0 -9 4

0 1

0 2 3 0

勝 敗 分 勝点 得失点差 順位

2 1 0 6 3 1

1 1 1 4 -2 3

0 2 1 1 -2 4

2 1 0 6 1 2

△0-0

雷塚ブロジェリー 〇1-0 ×0-1

男子予選リーグ表

一小パイナポー 二小ミニオンズ 八小鏡もち
A
ブ
ロ

ッ
ク

十小ガンバルズ

×0-1

〇3-0

八小ＵＮＩＴＥＤ 十小フォックス

一小パイナポー 〇1-0 〇4-0 雷塚イナズマ８ ×0-5 ×0-2

二小ミニオンズ ×0-1 〇2-1 八小ＵＮＩＴＥＤ 〇5-0

〇1-0

〇2-0

八小鏡もち ×0-4 ×1-2

C
ブ
ロ

ッ
ク

雷塚イナズマ８

三小村山明太おにぎり

七小アボーズ 〇2-0 〇2-0 村学ブラザーズ

七小アボーズ 九小ファイヤー

九小ファイヤー ×0-2 ×0-1 雷塚フェニックス光 〇6-0

D
ブ
ロ

ッ
ク

一小コカ・コーラ

一小コカ・コーラ ×0-2

×0-1

〇1-0

〇3-0 〇2-0

×0-6

村学ブラザーズ 雷塚フェニックス光

三小村山明太おにぎり 〇1-0 ×0-1

〇1-0

×0-3

女子の部

△0-0

十小ガンバルズ 〇1-0 ×0-3 ×0-2

×0-3

十小ブライトムーン十小グロリアス 三小丘の上女子

男子の部決勝トーナメント

十小ブライトムーン

三小丘の上女子

×0-1

十小グロリアス 〇3-0 〇1-0

〇2-0

B
ブ
ロ

ッ
ク

十小カツカレーズ

〇5-0

〇2-1

〇3-0

十小カツカレーズ ×0-5 ×1-2

三小ぼくたち一年生！

×0-3

×0-2

×0-7

三小ぼくたち一年生！ 〇7-0

十小フォックス ×0-2〇2-0

雷塚ブロジェリー

×0-1

〇1-0

×0-1

一
小

パ
イ
ナ
ポ
ー

三
小

ぼ
く
た
ち
一
年

七
小

ア
ボ
ー
ズ

雷
塚

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
光



 

  

令和６年度少年少女スポーツ大会 

第２２回少年少女ドッジボール大会の開催について 

 

１ 目 的   ドッジボールを通して、体力の向上を図るとともに、学校間等

の交流を深めることを目的とする。 

 

２ 主 催  武蔵村山市教育委員会 

 

３ 協 力  武蔵村山市スポーツ推進委員協議会 

東京都ドッジボール協会 

 

４ 期 日  令和７年２月１日（土） 

 

５ 開 催 場 所  総合体育館第一体育室 

 

６ 時   間  ⑴ 小学校３・４年生の部（男子・女子） 

受付時間 午前８時から 

開 会 式  午前８時３０分から 

試合開始  午前９時から 

表 彰 式 試合終了後 

 

         ⑵ 小学校５・６年生の部（男子・女子） 

受付時間 午後１時から 

試合開始 午後１時３０分から 

表 彰 式 試合終了後 

閉 会 式 表彰式終了後 

 

７ 対象・定員  ⑴ 対象は、市内に在住、在学している小学校３～６年生で保護

者が出場を認めた者。 

         ⑵ １チームの登録人数は、１２名以上とする。 

         ⑶ 男女混合の場合、男子チームでの登録とする。５・６年生と

３・４年生の複合チームの出場は認めない。 

         ⑷ 選手は１チームのみへの登録とし、複数のチームには登録で

きない。 

         ⑸ 各チームは、必ず成人の責任者が引率するものとし、引率が

ないチームは棄権とする。 

 

８ 試 合 方 法   試合はトーナメント戦５分１セットマッチで行う。決勝戦は５

分３セットマッチ（２セット先取）とする。ただし、参加チーム

数により変更する場合がある。 

 

９ 申 込 期 限  令和６年１１月２９日（金） 

  （申込用紙をスポーツ振興課へ提出） 

 

10 監督者会議  令和６年１２月１９日（木） 

  午後３時から中部地区会館（市役所４階）４０１大集会室で実施。 
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図書館除籍資料の無償配布結果について 

 

１ 実施期日等 

  令和６年１１月１４日（木）～１５日（金）市内公共施設等対象 

      １１月１６日（土）～３０日（土）市民対象 

 

２ 配 布 状 況 

 対象冊数 配布冊数  配布率 

市内公共施設等対象 

２，０７０冊 ７６０冊 ３６．７％ 
令和６年１１月１４日（木）

～１５日（金） 

配布場所：各図書館 

市民対象 

６，８０６冊 ５，０９０冊 ７４．８％ 
令和６年１１月１６日（土） 

～３０日（火） 

配布場所：各図書館 

合   計   ８，８７６冊 ５，８５０冊 ６５．９％ 

※ 市民対象の対象冊数には市内公共施設等対象で残った１，３１０冊を含ん

でいる。 

資料 10 
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